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不生産的階級と生存競争の組織化

一一科学的財政学の基礎理論一一

池上 惇

I はじめに

古典派経済学が「安価な政府|論とよばれる形で財政学の基隣理論を展開し

たとき，ひとつの重要な前提がおかれていた。それは，所有の基礎に小生庵者

の労働をおきョ労働にもとづく所有によって市民的自由の物質的基礎を理論つ、

けた，ということである" この立場を前提するかぎり， 国家の経済的基礎と

しての租税等の徴収は独立した小生産者の所有権の侵害であり，しかも，自由

競争の秩序を維持するためには，公権力による租税の徴収は必要惑であり，

「安価な政府」が要求されることに一応はならざるをえないのである。

公権力はここでは営業の自由と自由競争にとって一応は井白まものであり，

「権力的収入の典型としての租税は，私有財~権をその基礎にもっている。自

由な私有財産制の社会と徴税権力は矛盾する。したがって租税の本質論は， こ

れまで租税と私有財虚との矛盾を調停する調和論の形で発展した。J"のであっ

ザヂ

~。

従来の財政学体系は，そのもっとも発展した形態では， ょの調和論の背後に

か〈されている矛盾に着目し， この矛盾を財政学展開の出発点としてきたとい

ってもよいであろう。

。r従属ほど人聞を腐敗させるものはな仁しかしこれに反して，砂丘凶土人々 の正直をさらに増
進するのである。商工業の樹立はこの独立をもたらすのであって犯罪を防止する最善の治政であ
るJA. Smith，' Lec却問S on Justice， Police， Revenue and A門 ns，品live問 din the Uuiver 
sily of Glasgow，高島善哉，水田洋訳「グラスゴウ大学誘致」日本評論社，1941'年.， 315ベー
タ参照@

2) 島恭彦 i財政苧概論j岩波書官， 1963年， 81 ~82ヘ ジ。
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小論が問題にするのは，独立した巾民，または営業の自由，自由競争と，乙

の社会秩序を維持Fべき国家権力との明確な矛盾が，より恨本的な所有関係で

ある資本主義的所有関係といかにかかわり，どのようにして，その表現形式と

なっているのかを考察することである。この問題を提起するのは，資本女J賃労

働，資木相互の競争の大規模化につれて í安価な政府」は必然的に í，:':j I~iIな

政府」に転化せざるをえないという従来の財政理論の到達点をさらに深め，発

展させる必要からであった。というのは， この転化は歴史的傾向としては誰も

がみとめざるをえないのであるが i高価な政府」の資本蓄積や社会発展にあ

たえる影響という点になると政府部門の「生産性」や「不生産性」の議論と必

然的にかかわってくるし，政府部門の経済学的本質にかかわるよの論議を避け

て通ったのでは i高価な政府」の本質がそもそもあきらかにならないからで

ある。古典経済学はこの点ではきわめて明快に，国家権力の本質を不生産的階

級として，すなわち，彼らの消費によっては，社会に新しい富をもたらしえな

いものとして描きだしている。彼らの反対者であるマノレサスとその思想的伝統

を引きつぐケインズ経済学も乙の点ではスミエと反対の立場からきわめて明快

に，国家の経済的役割は，不生産的階級の消費によって社会に有効部安を捉供

~，資本主義的尚品生産と雇用関係を発展させる要因として描きだしてし、る。

科学的財政学は， こく二百，政府や国家権)Jの経済的本質につい C，古典学派

の科学性を継承しつつ，しかも i高価な政府」の現実をふまえて理論化をは

からざるをえないのであるが，財政学のこの原点にたちもどる作業は困難に満

ちているといフて過言ではない。その原因は i不生産的階級」論にたちいる

と，経済学上の「生産的労働」論に踏みこまねばならないだけでな(，交通労

働，商業労働，公務労働など，従来の論争のジャングノレに立ち入らねばならな

いへ加えて，概念上の区分を明確化したとして，現実の公務労働をさまざま

3) 金子ハルオ「生産的封働と国民所得」第1章，補章「生産的労働論争の批判的総括」をみよ@
ここで氏は，閤民所得を生産する生産的労働の規定は，社会的総資本目再生産過程の観点かb把

握されねばならず，理論的には，生主宮町骨働の本靖子治甘規定と資本主義抽規定との二つの規定を統
ーしたものでなければならないと主張されている。
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に区分してみても，どれだけ厳密な分析が可能かは疑わしい。 ζれらの事情が，

財政学の立場から不生産的階級論の厳密な検討をためらわせた理由であったよ

うに思われる。たしかに，経済理論上の生虚的労働論から問題に接近したとし

ても，国家権力という独自の質をとりあっかう以1::，この質を反映する形での

「不生産的」か，どうかの議論を抜きにLては，単なる経済的機能の分類にお

わりかねない危険をはらんでいる。

そこで小論では I不生産的階級」論を，スミスを土台として検討するにあ

たって，困家権力の質を資本主義的所有に関連きせることによって，スミス的

な「矛盾Jから理論的に一歩を踏みだそうと試みたのである。スミスは，自己

の労働にもとづく所有を前提L，自由競争と営業の自由を擁護する国家を前提

した。ここでは，所有論は，あくまで，小所有，商品生産の所有法則一一それ

も不完全な形での が基礎にある。しかし r他人の不払労働に対する支配

を本質と~，等価交換と平等な契約を形式とする資本主義的所有」と r他人

の不払労働に対する支配を合法化することを本質とし，営業の自由と自由競争

を擁護するこよを形式とする資本主義国家」を基礎として「不生産的階級」の

理論を展開するならば，そこではスミスとは異なる新しい基礎理論が展開され

うるのではあるまいか? それが，独占段階を経て今日の国家独占資本主義に

いたる財政理論の基礎を提供しうるのではないか? 小論の関心はここに集中

されているの。

II 資本家の機能とその代行者の労働の「ニ重性」

「本源的には所有権は自己労働にもとづくかに見えた。少〈ともかかる仮定

が必要とされた。当然のこととして，平等な権利を有する商品所有者たちのみ

4) 小論がよのような問題を展開するきっかけをあたえてくれたのは，経皆学基礎理論研究所の国
家独占資本主普研究生における森岡孝二氏の問題提起である。それは，国家的独占の概志は，独
占的協定の概志とのかかわりを故きにしては論じえないのではないか，という疑澗でまbり， ::. 0) 

疑問にこ丈えるには，国家的独占の形態ではなしそ四本質，他人の不払曹働に対する支配権の
問題に理論を展開せざるをえなかった。そこでこの観点も財政の基礎理論にまでもとして展開
したのが小論である，問題展開のきっかけをあたえていただかたことに対して厚〈感謝したい。
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が対立しあうのであって，他人の崎品を取得する手段は自己商品の譲渡だけで

あり， しかも商品は労働によってのみ生産されうるものだから巴ある。所有は

いまや，資本家の側では他人の不払労働またはその牛産物を取得する権利とし

て，労働者の倒では自分自身の生産物を取得する ζ との不可能性として，現象

する。所有と労働との分離は，外観的にはそれらの同一性から生じた 法)111の

必然的結果止なる。J5
;'

マノレクスが「尚品生産の所有法則の資本制的取得法則への転変」と名つけた

この法則はコスミスの把握を大きくのりこえながら，しかも，他人の不払労働

またはその生産物の取得が，自己の労働にもとづく所有，対等平等の契約と商

取引の形態をとり，それと矛盾なく運動することを説明する。経済法則に即し

ていえば，剰余価値の法則は，価値法則の土台の上で，それを担い手としてよ

り確実に，急速に発展することができる。

この事実が前提された上で，資本主義国家が徴税権力を行使するとき，それ

は国家の経済的本質をどのようなものとして説明するであろうか?

多〈の税制発達史が示しているように，資本主義国家は，一方においてフノレ

ジョアジーや地主の納税者の国家であったのと同様に，当初から問民税におけ

る大衆課税傾向をもつことによってp 他人の不払労働を重義正子に入れる機能

をもつものであった"。 ここで直接にというわけは， 剰余価値の法J11jにあって

は労働力商品川町値どおりの売買とし、う形式を通して不払労働の取得がおこな

われるのに対比して，不払労働が徴税権力を通じ亡直接に労働力商品の先買

を媒介せずに〕資本家の機能である私有財産擁護の形式=行財政機構の維持経費

に合体されるからである。

との点に着目するかぎりでは，自由競争と価値法則に対立するかにみえる徴

税特力は9 他人の不払労働に対する支配権を意味するかぎりにおいて最も jJj，羅

5) K. Marx， 1).ω Kapital. Bd. 1， Dietz Verlag， S. 612.' (青木文庫版，第4分冊， 910ベーの
の この大衆課税化傾向は本源的蓄積の過程と結びついて間接税による一般人民自生計の圧迫とし
てあらわれている。佐藤進 l近代税制の成主三邑程」京大出版会， 1965年，第1篇，イギリスにお
ける近代税制の成立を参照。
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々な資本主義的所有の本質を露呈したものという評匝をうけぎるをえない。し

かし，その本質は見失われやすい。というのは，資本主義社会以前の国家にあ

っては，土地所有の権力，経済外的強制と結合Lていた貢租が，土地所有者と

しての領主の権カに属することは自明であり，権力の木質は透明であったにも

かかわらず，資本主義国家においては，他人の不払労働に対する支配権として

ら主主主主義白舟右，i，生産手段や生活手段に対する資本家的占有に属するもの

としては工場や企業体の内部でしか，すくなくともその発生期り姿ではみる乙

とができず，行財政と住民に対する支配の点では，財産をもたない租税国家と

資本家の機能を委託された不生産階級が住民と支配階級の問に介在するからで

あるわ。この介在は不生産的階級の機能が支配階級の統治機能の延長上で彼ら

の機能の代行者として行動するかぎりでは，資本家階級の機能の 部分を租税

を財源とする俸給によって雇用される不生産的階絞が遂行するという本性を表

現している。この本性が意味する経済的内容はなにか? それは，資本主義的

所有の発展とどのようにかかわるのか? 資本主義国家が租税国家としてあら

われるという事実を念頭においた上で，改めて，このように問題をたてなけれ

t工ならない。

住民主統治するという資4家階級の機抱は，社会的分業の総括主含むかどう

か，とし、う論争は， 日本において， 1960年代前半における国家独占資本主義論

争の つの焦点であったへ この論争は，資本主義における分業の発展が工場

内における資本の権威の発展と反比例して，社会的無政府性がよりつよく擁護

され，経済的無政府性の確認としての自由競争の形式的な枠を擁護する点にプ

ノレジョア的国家権力の本質はもっとも純粋にあらわれるとする主張によって反

7) 島，前掲書，第3章，第1節参照。 rいわゆる『租税国家』とは，かかる私有財産制と自由な
商品生産の上に確立せられたブルジョア国家白ζとであり，自らは財産をもたず，生産せず，専
ら私有財産所有者の産得した余剰に依存し，租税をもって大部分の財産収入を調達する国家のこ
とである。」向上~， 85ページロなお，ここにL、う私有財産所有者は，地王寺，財産所有者だけでな
く，経済甘には軒所有者であるが，賃金，小財産をもっ封働者をふくむし，その場合は余剰でな
く，生活資料を購入すべき間費ゾアンドから国家への移転がおζなオつれるものと想定し亡おし

8) 井汲卓 「国家，独占，国家独占資本主義J上，下， ~思想 j 1960年2，3月号，池上惇「独占
的支配と固まセクター¢増大」有斐閣「マルク λ 経済学講座」第3者， 45へージ.

9) 池上惇 r~プルジョア社会の国家君態への総括』とはなにか ?J経済論叢第97者第4 号(昭41.4)
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論され， I経済的無政府性の擁護者としての国家権力」によって91他人の不払

労働に対甘る支配権はもっとも確実に保障されるとされてきた。によで経済的

無政府性というのは，資本相互間の自由競争，資本と賃労働の自由競争，資本と小生産の

自由競争など，経済生活における無政府状態を指L，政治的無政府状態を意味しない。〉

もL，こむ反論が正Lいとすればp 物質的富の生産における社会的分業を国

家が総括するととはありえず， Lたがって，介業と協業の資本主義的組織化に

おいて発展してくる指揮，監督労働を国家が，社会的分業を総括し，発展させ

る立場からになうことはありえなし、。

古代国家における大土木工事を国家がになう場合には，古代国家は，社会的

分業の総括者としてあらわれたが，資本主義国家は，このような役割をはたす

ことはできない。たとえ，現代国家が，固有企業や金融統制などにあたって指

揮監督労働をになうことがあったとしても，それは，社会的分業を総括し，指

揮するのではなし巨大独占体の工場内分業を指揮し，総括しているのであっ

て，その総括は私的な利潤追求に従属せざるをえないことになる。

それでは，国家機構において不生産的階級のお乙なう「労働」は一体どのよ

うな労働なのであろうか? 問題を純粋にするために，彼らの機能を単純な統

治の機能，すなわち，私有問産制，私的所有と商品生産の形式的な粋を擁護す

る，という点に限定し，そのための軍隊，警察，官僚機縞に問題全集約してし

まうことにしよう。彼らの機能は，物質的富士生産する社会的分業のにない手

としての工場内における資本家の機能とは区別される。工場内では，これらの

資本家の機能は，産業T土官らによってになわれていて，指揮，監督労働であ

るかぎり，物質的宮を生産するという意味でも 3剰余価値を生産するという意味

でも生日童的労働であるととはいうまでもない問。(とこでは物質的宮を生産し，剰余

価値を生産す品とし、う二重の意味をかね備えた労働を生産的労働とよぶことにしよう。)

だが，資本家は，工場内においてすら，この物質的生産をおこなう機能を産

10) K. Marx， Das Kapit叫， Bd. 1， S. 346. (青木士庫版， 555ベージ。)1オ ケストラ位指揮者
主必要とする@指揖王監督及び媒介というこの機能は，資本に従属させられた苦闘が協業的とな
るやいなや資本の機能となる。」
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業下土百らに代行させるだけ己はない。資本家はよの機能を代行者たちににな

わせるとともに，職場秩序を維持し，工場内における資本の専制を維持する機

能を同時に代行者に対して期待している。この三つの種類の労働は， 方をに

ない手としてp すなわち，物質的宮を生産する労働をにない手として「専制支

配のための労働J r剰余価値を生産するための労働」が遂行されるために一

見すると区別することはむずか Lい。むしろ，代行者たちが生産的労働をにな

弓が故にこそ，専制的支配がおおいか〈され，より確実に実行しうるという側

面が目についてくがに古代国家の支配者たちが，大土木工事をになうことに

よって専制支配を確実にしたのと似たような関係が，資本家の工場のなかで実
¥ 

現きれる。しかも，工場内の専制支配は，ここでも資本と賃労働の自由競争の

秩序の擁護，すなわち，実質的，内実的には，不払労働に対する支配権を「自

由競争J r労資対等の契約関係」という形式的平等性の枠の強化を通じて実現

Lょうとするのである。この場合の自由競争は文字通り支配の形式にしかすぎ

ない。乙の支配の形式としての自由競争の形式的な枠の強化のための労働は，

それ自体としては物質的富を生産することができず，労働者の団結権によって，

労資の自由競争の形式がおびやかされ，労働者相互の競争がおびやかされるの

を防止するための労働にすぎない。 ιの「専制支配のための労働」を通じて，

労働者の相主の自由競争を保証し，労資の「自由競争」を保障することこそ資

本主主主的所有の本性である他人の不払労働に対する支配権を確立する最も確実

な方法なのである。

きて，工場内において，資本家の機能を代行する人々がおこなうこの労働の

二重性，←ー使用価値と価値を生む労働の二面性を反映した物質的富を生産す

る労働と資本の専制のための労働のこの三重性 ζ そ，資本主義的統治の最

11) 伎はいまや，個々 の労嗣者および労働者群そのものを直接的かつ継続的に監督する機能をふ
ナこたび，特殊な種類の質苦酎者にゆずり渡すJr 経済学者は，この監督費働を生産上の空費
に計算する.ところが置は，資本制的生産様式を考察するにあたっては，共同的労働過程の本性
から生ずる限りでの指導という機抱を，こり過程の資木制的したがって敵対的な性格によって必
要とされる限りでの同じ機能と同一視する。JK. Ma目 ，a. a. 0.， S. 348く青木文庫版，第3分

1111. 557へージ。〉
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も単純な型を示している。

とζ ろで，この二重性のうち，資本の専制のための労働としての側面は，物

質的富を生産する労働をにない手として，同時に遂行されるとしても，資本家

に左つては，剰余価値生産と， 絶対に必要ではあるが(そしてその限りでは生躍

的と点みえるのであるが)，同時に空費であり，この空費の社会的に集中された一

つの処理機構を背景にもてば，工場内秩序の維持はより効率的で確実となる。

資本主義的生産様式の本性からしてこの「必要な空費」は一つの集中化され3

専門化された支配秩序を要求する。集中イじされた行財政機構，軍隊，監獄，警

察，官僚は，古い社会からうけつがれてのち，このような資本主義的原理によ

って再編成され，租税圏家として完成される。資本の専制のための労働の一部

分が，国家機構として集中される過程は，旧社会勢力と労働者階級に対するブ

ルジョアジーの闘争が介在する。と〈に後者は，資本f倒的生産の社会的性格の

発展に照応して団結権の規模と範囲を肱大するから，資本の専制のための労働

もまた大規模に集中きれざるをえない。この労働はいまや資本家相主の競争を

前提とした彼らの協定をにない，かつ実行する。経済的無政府性は制限されず，

幼長される。

租税国家においては， もはや，不生産自力階級の空費の負担は，資本家階級。

財産にだけたよる必要はない。住民の消費ファン lからの再分配によって，資

本主義的所有を確実に保障する「私的所有と商品生産，白由競争の形式的な枠J

を防衛すれば十分である。徴税権力の集中性はこの点を最も確実に保障する u

空費の集中的処理機構を資本家階級がつくるについて，注目すべきいま一つ

の点は r資本の専制支配のための自由競争の形式的な枠」の設定にあ介って，

営業の秘密のもつ意味についてである。資本主義的生産は，営業の秘密を前提

として成りたっているのであるが，労働者階級に対する支配のための労働の一

部分が，国家の手に集中されると，そのかぎりで私企業の営業の秘密にかわっ

て行政上の秘密が資本家相互の協定の結果として登場する。
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III 不生産的階級と住民の生存競争の組織化

自由競争の形式的な枠を維持するための労働の一部分を国家的に集中し，不

生産的階級として確定したうえで，工場内の支配秩序を社会的におLひろげた

ばあい，その支配の原則が I自由競争の形式的な枠を通じて他人の不払労働

に対する支配権」を確実にすることにあるとすれば， どのような新しい問題が，

経済的土台との関係で生ずるであろうか?

工場l司における労資の対抗が，資本家の代行者としての産業下土官らじそ

の他の労働者との対抗を通じて，労働者相互の競争を組織する過程としてあら

われたとすれば， 今や資本家階級と労働者階級の対抗関保が， 資本家階級の代

行者としての不生産的階級と労働者階級との対抗としてあらわれ， 不生度的階

級によって， 労働者階級の生存競争が激化させられ，維持され，拡大される過

程としてあらわれる。その直接の契機は，租税そのものであり，不生産的階級

の維持費が，古典的租税卓i嫁論者たちの論~[[にもかかわらず，純粋な形におけ

る大衆課税によってまかなわれるとすれば， 労働者階級はその消費ファンドを

不生産的階級に提供する乙とによって， 彼らの生存のための競争をますます刺

戟芦れるこ土土ならざるをえない。簡単化のために不生産的階級がプロレタリ

アイ七L. 薄給の公務員に転化してゆく傾向をもっと仮定すれば， 労働者階級の

消費ファンドを住民としτの労働者と，公務員としての労働者とのあいだで再

分配することによって，相互の生存のための競争がますますはげしくなる乙と

はあきらかである。農民や小生産者を導入してきても，この本質に変化はみら

れないであろうから， この事態を住民と不生産的階級の生存競争の組織化が租

税国家そのものの本性からでてくるものとして定式化しておこう。 この定式化

は， 他人の不払労働に対する支配権の確保， 合法化が， 住民と不生産的階級

の生存競争の組織化という方法を通じ亡私的所有と商品生産の形式的な枠を維

持するという形式をとって実現される， ということを示している。ところが，

自由競争の形式的な枠は元来，私有財産権と営業の自由を意味するはずである
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のに，租税国家においては，ブノレジョアジーにとっての営業の自由と私有財産

の擁謹は，そして，他人の不払労働に対する支配権は，他人の支払労働をも不

払労働に転化させ，しかも，不生産的階級と住民との生存競争によって，労働

市場における資本の労働力商品購入条件をより有利にすることを通じて実現さ

れる。これは，私有財産権と営業の自由の擁護ではない。逆にその侵害であり，

破壊であり，安定性の喪失である。ここでは r自由競争の権利と，その枠J

は，資本家階級のためのものであり，労働者階級にとっては自由競争の形式に

よって，私有財産権を侵害されることは自明である。スミスのみた自己の労働

にもとづく所有と徴税権力の矛盾は，実は，資本主義的所有0)本性そのものが，

透明な形式で表現されていながら，その本性が，不生産的階級の介在によって

おおいかくされていたにすぎないのである。科学的財政学が?、ミスのもつ限

界をふみ乙えて，政治と経済，あるいは，国民経済と財務行政の矛盾にたもい

るにあたって，資本主義的所有の本質と，工場内における資本家の機能の労働

者による代行の問題に着目せざるをえなかったのはまさにこのためである。

租税国家の本質をこのようにつかんだ上で，資本主義的統治の物質的基礎と

しての初税に着目すると，租税は経費との関連において司階級的秩序を維持す

るだけでなく，租税そのもの止して階級的秩序の反映であり，それを維持する

機能をもっていることがわかる。その中味は，資本家階級の機能を労働者階級

の一部分にになわせつつ労働者階級の消費フア γ ドを再分配させ相主の生存命

争を組織することであった。 この土台の上で， 住民すべてが， 資本家階級の

札散する生存競争の秩序にしたがって，競争させられる。資本は，その資本相

互の競争の秩序を労働者に強制して，労働市場におtうる優位を確実なものとす

る。

エンゲノレ只は 1イギリスにおける労働者階級の状態」のなかで，資本相互

の競争と労働者相互の競争にふれてつぎのように述べた。

「競争は，近代フツレジョア社会において支配的な点人の万人にたいするたた

かし、のもっとも完全な表現である。乙のたたかい，生活のための，生存のため
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の，あらゆるもののたたかい， したがってまたいざとなれば生死をかけるたた

かいは，ただ社会のいろいろな階級のあいだでおこなわれているだけでなし

これらの階級のひとりひとりの成員のあいだでもおこなわれている。」町

労働者階級のあいだにもち込まれた「生存競争」が資本主義的統治のうちに，

その法的，行政的表現を「団結，結社の禁止」のうちに見出すのは決して偶然

ではない。 ζ の行政目標こそは， 単なる行政の無力， 自由競争の容認から，

「自由競争の形式的な枠」のJ薙護へとむかう場合の典型的な階級的性格を表現

している。団結権の発展による労働者相互の生存競争の抑制は，同時に，資本

家階級の営業の自由権と自由競争の形式的な枠にたいする公然とした挑戦であ

った。標準労働日の設定が，あきらかに示したように，労働日の決定権という

資本家階級にとっての蛍業の自由権は，労働者階級の社会的統制の前に屈して

10時間や 8時間に制限され，資本家階級にとっ Cの営業の自由権，自由競争

の形式的な枠そのものの制限と，労働者階級の生活時間の拡大，生存競争の抑

制，市民的自由の拡大が併行してすすみはじめる。だがこの「制限J も，部分

的にとどまるかぎり，この部分的制限の前提の上で，相かわらず 1自由競争

の形式」は強力に作用し例えば，大資本在中小資本が，同じ労働日の土俵の

上で「平等」にあらそえば，中小資本は労働日の延長という競争手段をうしな

って，その没落をはやめてゆ〈。労働者階級の増大と生存競争はこの側面から

はますますつよめられる。

それにもかかわらず，労働日の法的制限は新しいタイプの不生産的階級を生

みおとす。それは労働者惜級の権刺を守るべく，民主主義的な住民自治の力，

労働者の生存競争の抑制jと団結力を反映した工場検査官や，教育や民生をにな

う公務員である。さらに，租税政策の面においても，公金の少数の富者による

占有ではなく，逆に，少数の富者に税を課して，彼らの営業の自由権を制限ず

るうごきすらがのちにはあらわれてくるm。営業の自由を大資本に対Lて擁護

12) エンゲ/レス「イギリスにおける労働者階段の状態j全集第2巷， 3田ベ 三九
1:1) 広岡司朗「ドイツ朴岳民主党と財政政官 l有斐閣. 1962年，第2部， ドイツ社会民主党D財政

思想，書照。
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するのではなく，大資本の営業の臼由に対する制限を志向する傾向が育ちはじ

める主，生存競争の組織化にかわって，大資本の営業の自由に対する制限を求

めるカが，住民の行政に対する民宇宇主主的統制の結果としてめば点て〈る。生

存競争を克服する度合いにつれて，不生産的階級と租税の性格に一定の限度内

で変化がおこり，他人の不払労働に対する支配権を保障するかぎりでの営業の

白出に対して統制を加える緒口が成長してくるのである。

いずれにせよ，不生産的階級と住民との生存競争の組織化によって，住民相

互の競争を維持し，労働市場における立場を有利に導こうとする資本主義国家

財政の本質をここでは再確認しておくにとどめよう。この意味において，不生

産的階級と住民の生存競争の組織化は，手E税国家論と財政学の基礎範稽なので

ある。

IV 不生産的階級による工場内分業への規定性

K ・マルクスによるR ・7 ノレサスの批判は，彼の理論の前提は，住民の大衆

課税が国家の不生産的階級維持にむけられ亡し、るというの己はなく，単なる不

生底的階級の消費の問題をとりあつかっているにすぎないとし寸限定のもとに

あるにもかかわらず，マルサス主義の附級(Y:J性檎を生存競争の擁護と不生産的

階級の擁護という二つの点において，するどくとらえている。 I剰余価値学説

史」の第19市でマノレグスはいう。

「マルサスもまた資本主義的生産の最大可能F自由な発展を敬しているが，

それは，ただ， ζの主要な証!I.、手である労働者階級の窮乏がこれの発展の条件

であるかぎりにおいてであり，しかも資本主義的生産は，同時に貴主主と国家や

教会におけるその支持者たちとの『消費税:望』に適合Lなければならないし，

また同時に封建制度や絶対主制から緋承された利害の代表者たもの時代遅れな

諸要求にも物質的基礎として役立たなければならないのである。」叫

14) K. Mnrx， Theorien uber d.口 l l1-feh門柑月岡崎武郎，時永泊訳「剰余佃値苧説史」国民文

1，版第 7分冊.87-88ベシ。



不生産的階紐と生存競争。組前ヒ (257) 53 

貧困の擁護，救貧法に対する反対，そして，不生産的階級の擁護の意味する

ところは，租税国家の本質を考察した現段階では，その階級的意義は自明なよ

うにみえる。人口法則と有効需要論は，ブルジョア的秩序を保守的雰囲気のな

かで発展させる上でこくよとの Eきない理論的武器 Cあり，核心であった。

そして「高価な政府」論が現代財政論の基礎理論として登場するとき，例えば，

ケイ Y ズ財政理論のなかで，マノレ十ス主義は新しい形態のもとで再現されるの

である。ケイ'./;ぐは，有効需要論をマノレサスから引きつく3 とともに，一方で完

全雇用政策を唱えつつ，他方で，労働者にインフレ ショ γ をあたえて貯蓄の

不可能性を保障l，労働力の流動化と，新しい次元での生存競争の組織化を実

行iませた。貧閑の形態は変化したが，生存競争の激化という点では同じ結果が

もたらされた。

だが，ケイ γズ主義に議論を移そうとすれば，前節でのべた基本傾向に対し

て，独占資本主義と国家独占資本主義がいかなる展開をあたえてきたかに注目

Lなければならない。

独占資本主義は，私的所有と商品生産の土台の上での独占によって，他人の

不払労働に対する支配権をきわめて高い水準に引きあげた。独占価格，金融的

支配，参与制度，創業利得，貸借対照表の綱渡り，官吏の買収，土地投機，資

本輸出等々は，いずれも，自由競争の形式的な枠をつよめて，独占体の支配力

を確実にする手段であった。例えば，独占的価格協定の下での巨大独占体と中

小企業の「自由競争」は文字通り「競争ではなくしめ殺し」の形態として「自

由競争」という形式がつかわれているにすぎないことを示している。また，参

与制度による親会社の子会社支配は，株の自由な売買という私的所有と商品生

産の一般的な枠が，持株による子会社支配の形式に転化した乙とを示してし、る。

子会社支配だけでなく，官吏の買収にしても，職業選択の自由とし、う形式を

用いる限り，官庁から会社への転職を阻止する ζ とはできないであろう。独占

は，他人の支払労働に対する支払権を私的所有と商品生産の形式的な枠を維持

することによってつよめ，発展きせた。
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この前提のよで，国家的独占が，他人の不弘労働に対する支配権を拡大する

形式として登場して〈る。レーニンは，周知のように国家的独占を金融寡頭市l

の支配下にあり，かつ，独占体の自主産救済りー形式とし亡描きだしているが，

このような性格を前提した上での国家的独占は，私的大企業による公金の私物

化の一一公金の私的占有の形態として把握されてくる。公金の私的占有による

他人の不払労働D支配権 これが国家的独占の本質であるとすれば，これに

よって，現代国家は，不生産的階級による住民相互の生存競争の組織化の手段

としてどのような展開をとげるであろうか?

租税国家が大衆的課税に上司て「自由競争の形式的な枠」を維持するための

経費を支出したこ Eは，内容からいえば，労働者に支払われた労賃を，資本家

の秩序維持のための機能つまり不払労働として労働者に対立するものに転化さ

せる過程であった。したがって，これとても，あきらかに公金の私的占有であ

る。しかし，己の私的占有は，資本家潜級総体によっておこなわれる形式をと

り，資本家に平等な競争条件をあたえて，より大きな資本を相対的に優位にみ

ちびくという形式における公金の私的占有であった。総資本家による階級的占

有ともいうべき手続きをふんだ上で結果として，相対的に大きな資本の優位を

保障するものであった由。 しかるに，国家的独占のぱあいは破産した私的独占

そのものが，破産を救済される，というのであるから，ここでは，独占体の力

に応じた公金に対する支配力が問題となる。しかも，この支出力は，総資本家

の利益という形式を踏めば崎むほど，より唯実となる。この場合，独占的企業

の破産救済は，例えば，鉄鋼業のように社会的分業のー環をになっている会社

りばあいには，生産的労働者を国家が雇用することになるが，このことは，国

家の本質士何ら変化させない。むしろ変化をうけるのは，物質的宮を生産する

労働者そのものであって，彼らは物質的富を生産する労働者でありながら，指

揮労働者だ庁でなくその企業の労働者全体が，私的所有と商品生産の形式的な

15) 抽上惇，重轟暁「国家独占資本主義と管理経済」経済，第100号， 1972年 7月における自由競
争左独占の関連についての指摘を毒照し
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枠を維持する不生産的階級の機能をあわせてになわされる。国営企業における

λ トライキ十団結権の制限，公益の名による労働基本捻り侵害，独立採算制に

よる価格統制，交通関係にしばしばあらわれる料金をめぐっての公務員と住民

の生存競争の組織化，これらは，物質的富を生産する労働者が，不生産的階級

の規定性をつよくうけざるをえないことを物語っている。

さらに，銀行業における国家的独内のはあいには，本来的流通費をになって

いる簿記や記帳の労働が，不生産的階級の規定性をつよくうけるようになる。

行財政組織の合理化や集中管理，そして，住民に対する「効率的な」管理体制，

家計の掌握，情報，統計の独占，そして， これらが，公務員と住民の生存競争

をますます大規模に整備してゆくことこそ注目きれねばならない。国家独占資

本主義は，一方では，不生産的階級の規定性を産業や銀行の破産救済を機会に

ますます大規模に拡大し，他方では，生産的労働や，社会的分業を媒介する流

通過程の労働をますます国家機構に引き入れることによって，住民の民主主義

的統制の拡大が，権力機構の中枢部にせまりうる条件を整備しつつ発展してゆ

く。したがって，他人の不払労働に対する支配権の最高度の発展が，公金の私

的占有を伎民と公務員が共同で阻止Lうる条件を整備しながら展開しているの

である。みずからを否定する契機を成長させることなしには，資本主義的所有

は発展しえない。ここに，不生産的階級にになわれた生存競争組織fじの限界と

帰結が示されている。

V おわりに

最近，公共経済学の拾頭を機会に，応益原則の復活が主張されている。荘l税

はワンセ γ トになった公共サービスの対価であり，租税と公共サービスの架橋

と，住民によるいくつかのケーλ からの選択が新しい民主主義過程の財政学で

あると主張されている。租税と公共サービスを等価交換にみたて，一般的商品

流通の法則内部に政府部門を密閉しようとする試みは，スミスですら認識して

いた政治と経済の矛盾，具体的には不生産的階級の存在そのものを経済理論上
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から抹殺してしまう結果とならざるをえない。だが，このような調和論を批判

してきた科学的財政学の側においても，不生産的階級の機能を資本主義的生産

様式における労働，とくに，資本家の指揮，監督労働とその代行者の労働にお

ける「二重性」としてとらえ，その集中的な管理機能を考察するとしづ手続き

をよていたために汽 不生産的階級論により深〈立ちいることができなかった。

さらに，このような方向がでに〈かったわけば，自己の労働にもとづく所有の

論理のとにくみたてられた古典派の財政論を，他人の不払労働の支配にもとづ

〈所有の論理の立場から発展させることが不十分であったことと深〈関連して

し、る。

他人の不払労働の支配にもとづく所有は，自由競争の形式的な枠を維持する

資本家の機能によって保障されており，この保障のための労働こそ，不生産的

階級の本質でみる。そこで， この労働は資本家階級にとっての必要な空費であ

るにもかかわらず，その空費の負担を労働者階級に転嫁L この転嫁によって，

支払労働をすら，不払労働に転化させ I自由競争を擁護する形式」は，資本

家階級にとっての営業の自由，労働者に対しては，財産と営業権の侵害であっ

たこと，等々があきらかになった。不生産的階級による住民の生存競争の組織

化，資本家階級の公金の占有と営業の自由の法認， ここに資本主義財政は，そ

の出発点を見出すの己ある。生存競争の組織化に対抗するものとしての団結権

じ不生産的階級に対する民主主義的統制」の手がかりがえられ，資本主義的所

有の国家的独占への展開のなかで，物質的富の生産をになう労働と流通をにな

う労働の不生産的階級との結合によって，この統制の手がかりはますます急速

に発展すること，以トが，財政理論展開の背景であり，概観である。

16) 資本主義的管理上白「空費」を私t政企業と国家とのあいだにどのように分担すべきかについて
は，議論すべき問題を含むが，別の機会に論及したい.


